
船舶事故調査報告書 

令和４年６月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯標） 

発生日時 令和３年１１月８日 １８時４５分ごろ 

発生場所 岡山県岡山市岡山港東方沖（ツブシ礁灯標） 
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 （概位 北緯３４°３６.１′ 東経１３４°００.８′） 

事故の概要  引船こしき丸は、はしけ第三不
ふ

二
じ

丸を含む２隻のはしけをえい
．．

航し

て西南西進中、第三不二丸が灯標に衝突した。 

事故調査の経過 令和３年１１月２９日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 こしき丸、１９トン 

   ２９５－３４０３５大分、個人所有 

Ｂ はしけ はりま、総トン数不詳（全長約４５ｍ） 

   なし、広瀬産業海運株式会社（Ａ社） 

Ｃ はしけ 第三不二丸、総トン数不詳（全長約３８ｍ） 

   なし、Ａ社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 船首部外板に亀裂等 

灯標 コンクリート部に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風速 約１２～１４m/s（最大瞬間

風速 約１８.１m/s）、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ、潮汐 下げ潮の末期 

 岡山市には、１１月８日０６時２６分に強風注意報が発表され、本

事故当時も継続中であった。 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、Ｂ船及びＣ船にそれぞれ甲板

員１人を乗せ、Ａ船の船尾部から約６０ｍのえい
．．

航索で繋いだ空船の

Ｂ船、及びＢ船の船尾部から約３０ｍのえい
．．

航索で繋いだ空船のＣ船

と引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、香川県坂出市坂

出港を出港し、阪神港大阪区に向かっていた。 

 船長Ａは、岡山県玉野市日比港南東方沖に至った頃、風が強くなっ

てきたので、岡山港に避泊しようと思い、岡山水道の通航に備えてＡ

船とＢ船を繋いでいたえい
．．

航索を約４０ｍに縮めた。 

 Ａ船引船列は、左舷方からの風を受けながら、ツブシ礁を右舷方に



見て、水路の右側である同礁南南東方沖４０ｍ付近を約４.２ノット

の対地速力で手動操舵により西南西進中、Ｃ船がツブシ礁灯標（以下

「本件灯標」という。）に衝突した。 

 付近を航行中のフェリーの船長は、西南西進するＡ船引船列とは約

３００ｍの距離を隔てて左舷対左舷で行き会った際、Ａ船及びＢ船は

ツブシ礁をかわせたが、Ｃ船が南東風に煽られて北西方に圧流され、

本件灯標に衝突したように見えた。 

 フェリーの船長は、海上保安庁に本事故発生の通報を行った。  

船長Ａは、フェリーを視認した際、ツブシ礁南方沖でフェリーと行

き会ってもツブシ礁及びフェリーと安全な距離を隔てて航行できると

思ったが、減速又は旋回するなどして水路の狭い場所であるツブシ礁

南方沖でフェリーと行き会わないように速力を調整すれば良かったと

本事故後に思った。 

分析 Ａ船引船列は、南東からの強風が吹いている状況下で西南西進中、

船長Ａが、フェリーを視認した際、水路の狭い場所であるツブシ礁南

方沖でフェリーと行き会うことになっても、ツブシ礁及びフェリーと

安全な距離を隔てて航行できると思い、水路の右側を同じ針路及び速

力で航行したことから、Ｃ船が南東風に煽られて北西方に圧流され、

Ｃ船が本件灯標に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船引船列が南東からの強風が吹いている状況下

で西南西進中、船長Ａが、フェリーを視認した際、ツブシ礁南方沖で

フェリーと行き会うことになっても、安全な距離を隔てて航行できる

と思い、水路の右側を同じ針路及び速力で航行したため、Ｃ船が南東

風に煽られて北西方に圧流され、Ｃ船が本件灯標に衝突したものと考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、強風が吹いている状況下、はしけをえい
．．

航した状態で行

き会い船を認めた際、風の影響で被えい
．．

航船が圧流されることを

考慮し、水路の狭い場所で他船と行き会うことを避けること。 

 


